
 

 

 

 

 

国民投票の結果、英国は EU から離脱 

－ 直近の課題 
英国の国民投票が 6 月 23 日に行われ、EU から離脱する旨

の結果が出ました。本クライアント・ブリーフィングでは、

ビジネスが直面する可能性のある直近の主要な課題につい

て説明いたします。 

Day 1に何が変わるのか 

 法的には何も変わりません。英国は、依然として EU

の加盟国であり、引き続き同じ権利義務に服していま

す。これは EU 離脱の効力が生じるまで変わりません。

実際の EU離脱は、数年先の話になりそうです。 

次のステップは何か 

 英国は、EU からどのようにして、いつ離脱するかを 

決定する必要があります。EU からの離脱は、欧州連合

条約の第 50 条に規定されています。キャメロン英国

首相は、第 50 条に基づく EU 離脱のための通知を、 

すぐには提出しない旨を表明しています。代わりに、

キャメロン首相は、首相を辞任し、今年の 10 月 2 日

から 5 日に開催されるバーミンガムでの保守党のカン

ファレンスにおいて、新しい首相が選ばれるのを見守

りたいと発言しています。したがって、欧州連合条約

第 50 条に基づく手続きについては、そこで選ばれる

新しい首相次第、ということになります。 

 離脱派の一部は、例えば、EU に関する条約を改正する

など、第 50 条を用いる方法以外の選択肢があると 

言っています。しかし、詳細ははっきりしません。 

金融市場への影響は 

 国民投票の結果が出た直後の金融市場への影響は、 

企業の財務運営に影響を及ぼす可能性があります。 

問題点としては、為替のボラティリティー、格付けへ

の影響、カウンターパーティ・リスク、主要取引所に

おけるボラティリティー、利率の変動、流動性の低下

及びプライシングの変動が挙げられます。 

影響を受ける主要な分野、及び中長期的アドバイスは 

 金融サービスに関する主要なリスクは、コーポレート

バンキングやリテールバンキング、及び投資銀行業務

に関して、MiFID II（第二次金融商品市場指令）及び

CRD IV（第四次資本要求指令）に基づく、各種のパス

ポーティング制度の恩恵を受けられなくなることです。 

 他のセクターのクライアントもまた、離脱後に、EU の

ライセンスやパスポーティング制度を利用できなく 

なる可能性があります。例えば、テレビ放送やベッ 

ティング業界などです。 

契約にどういう影響があるか 

 契約の中には、EU 離脱の投票結果又は実際の EU から

の離脱をトリガー事由とする条項が含まれている可能

性があります。例えば、違法性に関する規定、市場 

混乱事由（market disruption）及び重大な悪影響を

もたらす事由（material adverse change）条項など

が考えられます。 

税務への影響 

 EU 離脱は、税務に影響を及ぼす可能性があります。 

例えば、英国親会社は、多くの場合、EU 内子会社から

支払われる配当について源泉税の免除を受けられなく

なると考えられます。 

貿易協定 

 英国は、EU 単一市場の一部を構成しており、EU は 

世界各国と 53 の貿易に関する協定を締結しています。

英国は、EU と、そしてこれら他国との間で、これらに

代わる協定の交渉を行う必要があります。秩序ある 

離脱ができなかった場合、例えば、部品や製造品に 

ついて、最終製品かサプライチェーンの途中かを問わ

ず、輸入品に関税が課されることになります。 

移民に関する新たな取り決め 

 実際に EU 離脱が起きた時点では、新たな移民に関す

る取り決めが必要となります。また、現在 EU で働い

ている英国民や、現在英国で働いている EU 加盟国民

の雇用に関するルールは、それぞれ EU 離脱に関する

交渉において重要な論点となるでしょう。 

その他 

 その他、競争法、知的財産法、環境法、商業契約、 

準拠法選択・管轄、情報保護及び一般的な規制法全般

についても影響があるでしょう。 
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上記に関して、さらなるご質問等ございましたら、東京における下記担当者又はロンドン若しくはその他の国における上記

担当者にご連絡下さい。また、ロンドンにおけるコンタクト先である、eureferendum@cliffordchance.com 又は+44-20-7006-
1000 にご連絡いただくことも可能です。 

 

501205-4-2955-v0.1  JP-8141-KI 
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